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。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
利
子
補
給
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
八
条
に
お
い
て
、
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金

の
支
給
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
政
府
は
、
同
項
に
規
定
す
る
指
定
金
融
機
関
が
同
法
第

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
同
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
の
に

必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
と
き
に
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
、
利
子
補
給
金
を
支
給
す
る
旨
の
契
約
を
当
該
指
定
金
融
機

関
と
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
支
給
が
可
能
な
年
限
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
契
約
を
し
た
会
計
年
度
以
降
七
年
度
以
内
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
四
及
び
九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
団
体
名
」
及
び
「
借
入
金
事
業
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
九
日
に
内
閣
総
理
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
「
東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
区
域
計
画
」
に
お
い
て
、
医
療
法
人
社
団
愈
光
会
が
実
施
す
る
新
世
代
放
射
線

一



装
置
を
整
備
し
運
用
す
る
事
業
（
以
下
「
医
療
法
人
社
団
愈
光
会
の
事
業
」
と
い
う
。
）
に
対
し
指
定
金
融
機
関
が
行
う
貸

付
け
に
係
る
利
子
補
給
金
の
支
給
事
業
に
つ
い
て
記
載
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
借
入
金
元
金
額
」
、
「
借
入
金

利
率
」
及
び
「
国
費
で
補
給
す
る
対
象
と
な
る
利
子
の
総
額
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
利
子
補
給
契
約
を
当
該
指
定
金
融
機
関
と
の
間
で
ま
だ
締
結
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
一
般
会
計
予
算
の
（
組
織
）
地
方
創
生
推
進
事
務
局
（
項
）
地
方
創
生
推
進
事
務
局

（
事
項
）
地
方
創
生
の
推
進
に
係
る
計
画
認
定
等
に
必
要
な
経
費
（
目
の
区
分
）
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金
か
ら
支

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
と
し
て
当
該
予
算
に
計
上
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

我
が
国
の
経
済
成
長
の
た
め
に
は
、
新
た
な
成
長
分
野
を
切
り
開
く
先
駆
的
な
研
究
開
発
や
革
新
的
な
事
業
が
必
要
で
あ

り
、
こ
う
し
た
事
業
を
行
う
中
小
事
業
者
等
の
資
金
調
達
を
支
援
す
る
こ
と
で
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
連
鎖
を
促
し
、
産
業
の

国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二

二



十
八
条
に
お
い
て
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金
の
支
給
に
つ
い
て
規
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
医
療
法
人
社
団
愈
光
会

の
事
業
に
係
る
同
利
子
補
給
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
か
ら
そ
の
対
象
に
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
、
平
成
二
十
八

年
八
月
三
十
一
日
の
東
京
圏
（
第
十
二
回
）
・
関
西
圏
（
第
十
回
）
・
新
潟
市
（
第
六
回
）
・
福
岡
市
・
北
九
州
市
（
第
七

回
）
・
仙
台
市
（
第
三
回
）
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
合
同
会
議
に
お
い
て
、
「
東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
区
域
計
画
」

に
当
該
支
給
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
同
年
九
月
九
日
に
内
閣
総
理
大
臣
が
当
該
記
載
を
含
む
同
計
画
を
認
定
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
本
特
例
以
外
に
、
こ
れ
ま
で
に
利
子
補
給
金
の
特
例
を
認
定
し
た
例
」
は
な
い
。

三


